
 京都市政務調査費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２５年２月２８日 

京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市政務調査費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市政務調査費の交付に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   京都市政務活動費の交付等に関する条例施行規則 

 第１条中「京都市政務調査費の交付に関する条例」を「京都市政務活動費の交付等に関

する条例」に，「政務調査費交付申請書」を「政務活動費交付申請書」に改める。 

 第３条（見出しを含む。）中「会派政務調査費」を「会派政務活動費」に改める。 

 第１号様式１注以外の部分中「政務調査費交付申請書」を「政務活動費交付申請書」に，

「あて先」を「宛先」に，「京都市政務調査費の交付に関する条例」を「京都市政務活動

費の交付等に関する条例」に，「より政務調査費」を「より政務活動費」に改め，同様式

１注２中「京都市政務調査費の交付に関する条例」を「京都市政務活動費の交付等に関す

る条例」に改め，同様式２注以外の部分中「政務調査費交付申請書」を「政務活動費交付

申請書」に，「あて先」を「宛先」に，「京都市政務調査費の交付に関する条例」を「京

都市政務活動費の交付等に関する条例」に，「より政務調査費」を「より政務活動費」に

改め，同様式２注２中「京都市政務調査費の交付に関する条例」を「京都市政務活動費の

交付等に関する条例」に改める。 

 第２号様式１注以外の部分，同様式２及び第３号様式中「あて先」を「宛先」に，「京

都市政務調査費の交付に関する条例」を「京都市政務活動費の交付等に関する条例」に改

める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２５年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行に関し必要な経過措置は，市長が定める。 

                       （行財政局総務部総務課） 
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